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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 
回次

第33期
中間連結会計期間

第34期
中間連結会計期間

第33期

会計期間
自　2024年10月１日
至　2025年３月31日

自　2025年10月１日
至　2026年３月31日

自　2024年10月１日
至　2025年９月30日

売上高 (千円) 512,409 642,548 973,566

経常損失(△) (千円) △270,422 △330,697 △672,303

親会社株主に帰属する
中間(当期)純損失(△)

(千円) △268,267 △451,810 △763,131

中間包括利益又は包括利益 (千円) △270,521 △448,828 △780,476

純資産額 (千円) 967,323 437,323 804,712

総資産額 (千円) 1,446,717 560,267 1,325,631

１株当たり中間(当期)純損失(△) (円) △21.11 △22.79 △49.58

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 66.1 73.6 60.1

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △312,196 △320,567 △466,595

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △144,274 △32,629 △233,739

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 766,540 △325,581 1,108,555

現金及び現金同等物の中間期末
(期末)残高

(千円) 820,998 240,372 919,150
 

(注)１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり中間(当

期)純損失であるため、記載しておりません。

 
２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。

また、主要な関係会社の異動については、「第４　経理の状況　１　中間連結財務諸表　注記事項（連結の範囲又

は持分法適用の範囲の変更）」に記載のとおりであります。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

 
継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前事業年度において、重要な営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上

いたしました。また、当中間連結会計期間においても、継続して重要な営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属

する中間純損失を計上しております。このような状況により、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑

義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。

今後、当社グループは当該状況をいち早く解消し、経営基盤の安定化を実現するために、「第４　経理の状況　

１　中間連結財務諸表　注記事項（継続企業の前提に関する事項）」に記載の対応策に取り組んでまいります。

しかしながら、これらの対応策は実施途上もしくは計画検討中であり、効果を十分に得ることができない可能性

も想定されることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当中間連結会計期間における我が国の経済は、雇用・所得環境の改善を背景に、景気は緩やかな持ち直しの動き

がみられるものの、継続する物価上昇や人手不足、さらには中東情勢によるエネルギー問題や日中関係の不安定化

などによる影響の懸念等もあり、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

当社グループが主たる事業領域とするトレーディングカード市場においては、幅広い年齢層に支持されるコンテ

ンツとして定着しており、過去に親しんだユーザーによる再参入や、親子でカードゲームを楽しむ需要の拡大など

を背景に購買力を有するキダルト層（キッズ＋アダルト）を中心とした市場の広がりが見られております。一般社

団法人日本玩具協会によると、2024年度のカードゲーム・トレーディングカード市場規模は、前年比109.0％となる

3,024億円に拡大しております。加えて、中古流通市場の活性化や、コレクション需要の定着、関連イベントやコ

ミュニティ拡大などにより、ファン層の裾野は継続的に広がっており、当該市場は今後も成長分野として堅調に推

移することが見込まれております。

一方、インターネット広告関連分野においては、業種により広告需要に差異が生じており、引き続き需要変動が

激しい状況が続いております。

以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高642,548千円（前年同期比25.4％増）、営業損失303,516千円

（前年同期は230,931千円の営業損失）、経常損失330,697千円（前年同期は270,422千円の経常損失）、親会社株主

に帰属する中間純損失451,810千円（前年同期は268,267千円の親会社株主に帰属する中間純損失）、EBITDAは

294,745千円の赤字（前年同期は229,976千円の赤字）となりました。

（※）EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋のれん償却費

 
各セグメントの業績は次のとおりであります。
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（トレカ事業）

トレカ事業の売上高は375,853千円（前年同期比270.9％増）、セグメント損失は125,413千円（前年同期は53,738

千円のセグメント損失）となりました。

トレーディングカード市場の拡大を支えるキダルト層をターゲットにしたコンセプトのもと、幅広いユーザーが

気軽に立ち寄れる店舗を実現しております。積極的に各種施策を実施したことにより、当中間連結会計期間におけ

る売上高は前年同期比で増収となっております。また、2025年12月に開設したECサイトでは、実店舗で販売してい

る商品在庫をECと店舗の間で共通活用する在庫連動型の運用モデルを採用しております。これにより、在庫状況や

相場を踏まえた商品提供、ならびに安心して購入できる売り場づくりといった、これまで店舗で支持されてきた

「cardéria」の考え方を、オンラインでも提供しております。

今後も、オフライン展開及びオンライン展開の双方を注力領域として、顧客接点の拡大による事業シナジーの最

大化を図ってまいります。

 
（広告事業）

広告事業の売上高は264,911千円（前年同期比30.1％減）、セグメント損失は28,193千円（前年同期は93,030千円

のセグメント損失）となりました。

主要顧客である国内電子書籍及びゲーム関連業界では、広告出稿需要の回復が依然として見られず、厳しい事業

環境が続いております。

こうした環境下において、当社グループは引き続き人員・運用リソースの効率的な配置及び事業運営体制の最適

化を推進するとともに、収益構造の抜本的な見直しを進めております。また、従来のデジタル広告主体のビジネス

モデルからの脱却を図り、収益性の高い事業へのシフトを加速しております。

今後は、成長領域として注力するトレカ事業及びヘルスケア事業との連携をさらに深め、これらを核とした総合

的なマーケティング支援サービスの展開により、安定した収益基盤の確立を目指してまいります。

なお、2026年３月31日付でスパイラルセンス株式会社の全株式を譲渡し、連結の範囲から除外しております。

 
(その他事業)

その他事業の売上高は1,783千円（前年同期比94.4％減）、セグメント損失は63,678千円（前年同期は6,110千円

のセグメント損失）となりました。

当社グループのヘルスケア事業では、2025年10月30日付発表「新たな事業（ビューティー＆ウェルネス事業）の

開始に関するお知らせ」記載のとおり、当社は従来の「病気を発見・治療」を主眼とするヘルスケア事業を基盤

に、新たにビューティー＆ウェルネス事業を立ち上げました。

そのような状況のなか、自社化粧品ブランド「≒4.7（ニアリーフォーセブン）」の立ち上げを行い、公式オンラ

インストアでの化粧品の販売を開始しております。

 
(2) 財政状態の分析

当中間連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ765,363千円減少し、560,267千円となりま

した。これは、主に商品及び製品が34,341千円、長期貸付金が63,300千円増加したものの、現金及び預金が678,777

千円、投資有価証券が60,242千円減少し、貸倒引当金が57,435千円増加したこと等によるものであります。

当中間連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ397,974千円減少し、122,943千円となりま

した。これは、主に未払金が16,357千円、１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が356,646千円減少したこ

と等によるものであります。

当中間連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ367,388千円減少し、437,323千円となり

ました。これは、主に資本金及び資本剰余金がそれぞれ32,026千円、新株予約権が17,345千円増加したものの、親

会社株主に帰属する中間純損失451,810千円を計上したことによるものであります。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

678,777千円減少し、240,372千円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間における営業活動の結果、使用した資金は320,567千円（前年同期は312,196千円の支出）と

なりました。これは主に、非資金費用である貸倒引当金繰入額94,500千円、転換社債償還損36,116千円の計上等が

あったものの、税金等調整前中間純損失468,443千円の計上、棚卸資産の増加34,348千円等があったことによるもの

であります。

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間における投資活動の結果、使用した資金は32,629千円（前年同期は144,274千円の支出）とな

りました。これは主に、投資有価証券の売却による収入50,000千円があったものの、子会社株式の売却による支出

11,591千円、貸付けによる支出64,500千円等があったことによるものであります。

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間における財務活動の結果、使用した資金は325,581千円（前年同期は766,540千円の収入）と

なりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入63,007千円等があったものの、転換社債

の償還による支出392,762千円等があったことによるものであります。

 
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 
(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

 
３ 【重要な契約等】

当社は2025年３月13日付の取締役会において、当社の連結子会社であった、スパイラルセンス株式会社の全株式

を譲渡し、連結子会社から除外することを決議いたしました。同日付で株式譲渡契約を締結し、同年３月31日付で

全株式を譲渡したことで同社は当社グループから除外されております。詳細は「第４　経理の状況　１　中間連結

財務諸表　注記事項（企業結合等関係）」をご参照ください。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 77,000,000

計 77,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(2026年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年５月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 20,313,200 20,313,200
東京証券取引所
(グロース市場)

単元株式数
100株

計 20,313,200 20,313,200 － －
 

(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年５月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当中間会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。

　第33回新株予約権（2025年11月27日発行）

決議年月日 2025年10月30日

付与対象者の区分及び人数
　当社取締役　２名
当社執行役員　３名
　当社従業員　７名

新株予約権の数（個）※ 34,300

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株）※ 普通株式　3,430,000（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 108(注）３

新株予約権の行使期間　※ 2031年１月１日～2031年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格　 108
資本組入額　54

新株予約権の行使の条件　※ (注）４

新株予約権の譲渡に関する事項　※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
※

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限
る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行
う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約
権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１
項第８号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対
象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付すること
とする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新
設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において
定めた場合に限るものとする。

 

 ※　上記は新株予約権の発行日（2025年11月27日）における内容を記載しております。

(注) １．本新株予約権は、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償にて発行され、その払込

金額は本新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な金額でないことから、株主総会の承認を得ることな

く、2025年10月30日付の取締役会決議に基づき発行しております。そして、本新株予約権の発行と引換えに

払込まれた金銭は、本新株予約権１個あたり金300円であります。

２．本新株予約権１個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株と
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する。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下

同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新

株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整

の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
 

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これら

の場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を

行うことができるものとする。

３．新株予約権の行使時の払込金額

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金108円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調

整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式

交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行

株式数
× １株あたり払込金額

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数　　＋　　新規発行株式数
 

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株あたり払込金額」を「１株あたり処分金額」に、「新規

発行前の１株あたりの時価」を「自己株式処分前の１株あたりの時価」にそれぞれ読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う

場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に

行使価額の調整を行うことができるものとする。

４．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、2030年９月期において、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結損益計

算書を作成していない場合には損益計算書とする。以下同じ。）に記載された売上高及び営業利益が次の各

号に掲げる水準を満たしている場合に限り、当該本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の個数に当

該各号に掲げる割合（以下、「権利行使可能割合」という。）を乗じた個数を限度として、本新株予約権を

行使することができる。また、行使可能な新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合には、これを切り

捨てた数とする。

①　2030年９月期における売上高が25億円を超過し、かつ営業利益が黒字の場合

権利行使可能割合　50％

②　2030年９月期における売上高が28億円を超過し、かつ営業利益が50百万円を超過した場合

権利行使可能割合　100％

当該売上高及び営業利益の判定に際しては、インセンティブの趣旨である当社の継続的な成長を公正に判定

するため、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社

の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、

当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができ

るものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合に

は、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること

となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。新株予約権者の相続人による本新株予約権

の行使は認めない。

(4) 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

(5) 新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、直ちに新株予約権を行使する権利

を喪失する。

①　拘禁刑以上の刑に処せられた場合

②　当社または当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社または当社の

関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇され、または辞職・辞任した場合

③　当社または当社の関係会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与
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した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合

④　死亡した場合

⑤　当社または当社の関係会社の承諾を得て、当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する

旨を申し出た場合

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

当中間会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。

　第31回新株予約権（2025年11月19日発行）

決議年月日 2025年10月30日

新株予約権の数（個）※ 129,350

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ ―

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　12,935,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 98（注）２、３、４

新株予約権の行使期間　※ 2025年11月20日～2028年11月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　　98
資本組入額　　49
（注）５

新株予約権の行使の条件　※ 本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項　※
本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要するも
のとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ （注）７
 

※　上記は新株予約権の発行日（2025年11月19日）における内容を記載しております。

(注) １．新株予約権の目的となる株式の数

(1) 本新株予約権１個の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する

当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）する数（以下「交付株式

数」という。）は、100株とする。但し、本項（２）号乃至本項（４）号により交付株式数が調整される場

合には、本新株予約権の目的である株式の総数は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

 
(2) 当社が第12項の規定に従って行使価額（第２項第(１)号に定義する。）の調整を行う場合には、交付株式

数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後交付株式数 ＝
調整前交付株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第12項に定める調整前行使価額及び調整後行使

価額とする。

(3) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第12項第(２)号及び第(４)号による行使価額の調整に

関し、各調整事由に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、その旨及びその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及

びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに、本新株予約権の保有者（以下「本新株予約権

者」という。）に書面により通知する。但し、第12項第(２)号⑥に定める場合、その他適用日の前日まで

に前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行う。

２．新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」とい

う。）は、当初98円とする。

(2) 各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権１個につき、行使価

額（第(２)号に定義する。但し、第11項により修正された場合又は第12項によって調整された場合は、修

正後又は調整後の行使価額とする。）に交付株式数を乗じた額とする。

３．行使価額の修正

行使価額は、2025年11月21日（同日を含む。）以後、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日（以

下「修正日」という。）の属する週の前週の最終取引日（以下「修正基準日」という。）の東京証券取引

所（以下「東証」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その

直前の終値）の90％に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正基準日価額」とい

う。）が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額

は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正される（修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」と

いう。）。但し、かかる算出の結果、修正後の行使価額が54円（以下「下限行使価額」という。）を下回

る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。なお、下限行使価額は、第12項の規定を準用して調

整される。なお、「取引日」とは、東証において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。但し、東京証
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券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限（一時的な取引制限も

含む。）があった場合には、当該日は本項の適用との関係においては「取引日」にあたらないものとす

る。

４．行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(２)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を

生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）

により行使価額を調整する。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新発行・処

分株式数
×
１株当たりの払込金

額

時　価

既発行株式数　　＋　　新発行・処分株式数
 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に

定めるところによる。但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に、インセンティブとして、

新株予約権、株式又はその他の証券若しくは権利を割り当てる場合を除く。

①　本項第(３)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（但し、譲渡制限

付株式報酬制度に基づき当社及び当社の関係会社の取締役及び従業員に対し当社普通株式を新たに発行

し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分する場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条

項付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換え

に交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使により交付する場合又は会社分割、株式交換、株

式交付若しくは合併により交付する場合を除く。）

   調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす

る。以下同じ。）の翌日以降、又は株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日若しくは株主確定

日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日

（基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日）の翌日以降これを適用する。

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(３)号②に定める時価を下回る対価をもって当

社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は本項第(３)

号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）その他の証券若しくは権利（但し、当社取締役会の決議に基づく当社及び

当社の関係会社の取締役及び従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する場合を

除く。）を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）

   調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で請求又

は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払

込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、

これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合

は、その日の翌日以降、これを適用する。

   上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行

された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得

請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたもの

とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適

用する。

   但し、本③に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、

当社が公表のうえ本新株予約権者に通知したときは、調整後の行使価額は、当該取得請求権付株式等に

ついて、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取

得条項に基づく取得若しくは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日（以下「転換・行使開始

日」という。）の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得

請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出

してこれを適用する。

④ 取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換

えに本項第(３)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合

   調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

   上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）（以下「取得条項付株式等」という。）に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額

の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の本項第(３)号⑥に定める完全希薄化後普通株

式数が、(i)上記交付の直前の本項第(３)号③に定める既発行株式数を超えるときに限り、調整後の行

使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整

式を準用して算出するものとし、(ii)上記交付の直前の本項第(３)号③に定める既発行株式数を超えな

い場合は、本④の調整は行わないものとする。

⑤　取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株当たりの対価（以下、本⑤において「取得価
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額等」という。）の下方修正等が行われ（本項と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除

く。）、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日（以下「取得価額等修

正日」という。）における本項第(３)号②に定める時価を下回る価額になる場合

   (i)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われてい

ない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等

修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行

使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価

額等修正日の翌日以降これを適用する。

   (ii)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(i)による行使価額の調整が取得価額等修正日前

に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時

点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第(３)号⑥に

定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の本項第(３)号③に定める既発行株

式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する普通株式数を行使価額調整式の「新発行・

処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降

これを適用する。なお、１ヶ月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額

は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するも

のとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。

⑥ 本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が設

定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会又は取締役会その他当

社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承

認があった日の翌日以降、これを適用するものとする。

この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予

約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

株式数＝
(調整前行使価額 － 調整後行使価額) ×

調整前行使価額により当該期間内に

交付された株式数

調整後行使価額
 

   この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

⑦ 本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価

額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用し

て算出するものとする。

(3)①　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、本項第(２)号⑥の場合は基

準日又は株主確定日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当社普通株式の毎日の終値の平均値（当

該30取引日のうち終値のない日数を除く。）とする。

   この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

③　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与え

るための基準日又は株主確定日が定められている場合にはその日、また、それ以外の場合は、調整後の

行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有

する当社普通株式数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に、本項第(２)号又は第(４)号に基づき

「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数

を加えるものとする。

④　当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「新発行・処分株式数」は、基準

日又は株主確定日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないもの

とする。

⑤　本項第(２)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の発行に際して払込みがなされた額（本項第(２)号③における新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）か

ら、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産（当社

普通株式を除く。）の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数

で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における１株当たり

の払込金額とする。

⑥　本項第(２)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の１ヶ月前の日

における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数と

し、(i)（本項第(２)号④においては）当該行使価額の調整前に、本項第(２)号又は第(４)号に基づき

「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数

（但し、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされ

た当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び当該取得条項付株式

等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ii)（本項第(２)号⑤に

おいては）当該行使価額の調整前に、本項第(２)号又は第(４)号に基づき「新発行・処分株式数」とみ

なされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数（但し、当該行使価額の調整

前に、当該取得請求権付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ

交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付

株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる
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当社普通株式の株式数を加えるものとする。

⑦　行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる場合

は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を

調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引

いた額を使用する。

(4) 本項第(２)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とする

株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。

②　当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とする場合。

③　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とする場合。

④　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。

(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第３項に基づく行使

価額の修正日と一致する場合には、本項に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合

も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。

(6) 本項の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前の行使価額、調

整後の行使価額及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権者に書面により

通知する。但し、適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれ

を行う。

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規

定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項(1)記載の資本金

等増加限度額から本項(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

６．新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

７．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社は、組織再編行為（以下に定義する。）が当社の株主総会で承認された場合、又は株主総会の承認が不

要な場合で当社の取締役会で決議された場合は、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条の

規定に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権１個当たりその払込金額

と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものと

する。

「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結

若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成

若しくは株式交付親会社が当社の株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の

日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受け

られることとなるものをいう。

「子会社」とは、当該時点において、ある会社の議決権（疑義を避けるため、無限責任組合員の持分を含

む。）の50％以上、又は、発行済の持分の50％以上が直接又は間接的に保有する他の個人、パートナーシッ

プ、法人、有限責任会社、団体、信託、非法人組織、事業体により保有されている場合における、当該会社

をいう。
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　第32回新株予約権（2025年11月19日発行）

決議年月日 2025年10月30日

新株予約権の数（個）※ 16,930

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ －

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　1,693,000　(注)１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 98(注)２、３、４

新株予約権の行使期間　※ 2025年11月20日～2028年11月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　　98
資本組入額　 49

 (注)５

新株予約権の行使の条件　※ 本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項　※
本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要するも
のとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ (注)７
 

※　上記は新株予約権の発行日（2025年11月19日）における内容を記載しております。

(注) １．新株予約権の目的となる株式の数

(1) 本新株予約権１個の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する

当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）する数（以下「交付株式

数」という。）は、100株とする。但し、第７項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の

目的である株式の総数は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

 
(2) 当社が第12項の規定に従って行使価額（第10項第(２)号に定義する。）の調整を行う場合には、交付株式

数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後交付株式数 ＝
調整前交付株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第12項に定める調整前行使価額及び調整後行使

価額とする。

(3) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第12項第(２)号及び第(４)号による行使価額の調整に

関し、各調整事由に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、その旨及びその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及

びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに、本新株予約権の保有者（以下「本新株予約権

者」という。）に書面により通知する。但し、第12項第(２)号⑥に定める場合、その他適用日の前日まで

に前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行う。

２．新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」とい

う。）は、98円とする。

(2) 各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権１個につき、行使価

額（第(２)号に定義する。但し、第12項によって調整された場合は、修正後又は調整後の行使価額とす

る。）に交付株式数を乗じた額とする。

３．行使価額の修正

行使価額は、修正されないものとする。

４．行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(２)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を

生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）

により行使価額を調整する。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新発行・処

分株式数
×
１株当たりの払込金

額

時　価

既発行株式数　　＋　　新発行・処分株式数
 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に

定めるところによる。但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に、インセンティブとして、

新株予約権、株式又はその他の証券若しくは権利を割り当てる場合を除く。

①　本項第(３)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（但し、譲渡制限

付株式報酬制度に基づき当社及び当社の関係会社の取締役及び従業員に対し当社普通株式を新たに発行

し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分する場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条
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項付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換え

に交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使により交付する場合又は会社分割、株式交換、株

式交付若しくは合併により交付する場合を除く。）

   調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす

る。以下同じ。）の翌日以降、又は株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日若しくは株主確定

日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日

（基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日）の翌日以降これを適用する。

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(３)号②に定める時価を下回る対価をもって当

社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は本項第(３)

号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）その他の証券若しくは権利（但し、当社取締役会の決議に基づく当社及び

当社の関係会社の取締役及び従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する場合を

除く。）を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）

   調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で請求又

は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払

込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、

これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合

は、その日の翌日以降、これを適用する。

   上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行

された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得

請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたもの

とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適

用する。

   但し、本③に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、

当社が公表のうえ本新株予約権者に通知したときは、調整後の行使価額は、当該取得請求権付株式等に

ついて、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取

得条項に基づく取得若しくは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日（以下「転換・行使開始

日」という。）の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得

請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出

してこれを適用する。

④ 取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換

えに本項第(３)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合

   調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

   上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）（以下「取得条項付株式等」という。）に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額

の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の本項第(３)号⑥に定める完全希薄化後普通株

式数が、(i)上記交付の直前の本項第(３)号③に定める既発行株式数を超えるときに限り、調整後の行

使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整

式を準用して算出するものとし、(ii)上記交付の直前の本項第(３)号③に定める既発行株式数を超えな

い場合は、本④の調整は行わないものとする。

⑤　取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株当たりの対価（以下、本⑤において「取得価

額等」という。）の下方修正等が行われ（本項と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除

く。）、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日（以下「取得価額等修

正日」という。）における本項第(３)号②に定める時価を下回る価額になる場合

   (i)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われてい

ない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等

修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行

使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価

額等修正日の翌日以降これを適用する。

   (ii)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(i)による行使価額の調整が取得価額等修正日前

に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時

点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第(３)号⑥に

定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の本項第(３)号③に定める既発行株

式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する普通株式数を行使価額調整式の「新発行・

処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降

これを適用する。なお、１ヶ月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額

は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するも

のとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。

⑥ 本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が設
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定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会又は取締役会その他当

社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承

認があった日の翌日以降、これを適用するものとする。

この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予

約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

株式数＝
(調整前行使価額 － 調整後行使価額) ×

調整前行使価額により当該期間内に

交付された株式数

調整後行使価額
 

   この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

⑦ 本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価

額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用し

て算出するものとする。

(3)①　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、本項第(２)号⑥の場合は基

準日又は株主確定日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当社普通株式の毎日の終値の平均値（当

該30取引日のうち終値のない日数を除く。）とする。

   この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

③　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与え

るための基準日又は株主確定日が定められている場合にはその日、また、それ以外の場合は、調整後の

行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有

する当社普通株式数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に、本項第(２)号又は第(４)号に基づき

「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数

を加えるものとする。

④　当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「新発行・処分株式数」は、基準

日又は株主確定日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないもの

とする。

⑤　本項第(２)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の発行に際して払込みがなされた額（本項第(２)号③における新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）か

ら、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産（当社

普通株式を除く。）の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数

で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における１株当たり

の払込金額とする。

⑥　本項第(２)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の１ヶ月前の日

における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数と

し、(i)（本項第(２)号④においては）当該行使価額の調整前に、本項第(２)号又は第(４)号に基づき

「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数

（但し、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされ

た当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び当該取得条項付株式

等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ii)（本項第(２)号⑤に

おいては）当該行使価額の調整前に、本項第(２)号又は第(４)号に基づき「新発行・処分株式数」とみ

なされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数（但し、当該行使価額の調整

前に、当該取得請求権付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ

交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付

株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる

当社普通株式の株式数を加えるものとする。

⑦　行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる場合

は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を

調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引

いた額を使用する。

(4) 本項第(２)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とする

株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。

②　当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とする場合。

③　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とする場合。

④　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。

(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第３項に基づく行使

価額の修正日と一致する場合には、本項に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合

も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。

(6) 本項の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前の行使価額、調

整後の行使価額及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権者に書面により
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通知する。但し、適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれ

を行う。

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規

定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項(1)記載の資本金

等増加限度額から本項(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

６．新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

７．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社は、組織再編行為（以下に定義する。）が当社の株主総会で承認された場合、又は株主総会の承認が不

要な場合で当社の取締役会で決議された場合は、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条の

規定に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権１個当たりその払込金額

と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものと

する。

「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結

若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成

若しくは株式交付親会社が当社の株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の

日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受け

られることとなるものをいう。

「子会社」とは、当該時点において、ある会社の議決権（疑義を避けるため、無限責任組合員の持分を含

む。）の50％以上、又は、発行済の持分の50％以上が直接又は間接的に保有する他の個人、パートナーシッ

プ、法人、有限責任会社、団体、信託、非法人組織、事業体により保有されている場合における、当該会社

をいう。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使され

ました。

第31回新株予約権

 
中間会計期間

(2025年10月１日から
 2026年３月31日まで)

当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株

予約権付社債券等の数(個)
8,186

当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 818,600

当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 77.3

当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 63,275

当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修

正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)
8,186

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)
818,600

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)
77.3

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)
63,275
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

　　2025年10月１日～
　　2026年３月31日
　　（注）１

818,600 20,313,200 32,026 659,375 32,026 1,169,371

 

(注)新株予約権の行使による増加であります。

 
(5) 【大株主の状況】

2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式(自己株
式を除く。)の総数
に対する所有株式
数の割合(％)

新沼　吾史 東京都中野区 1,500,000 7.38

楽天証券株式会社共有口 東京都港区南青山２丁目６番21号 1,053,900 5.19

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 527,200 2.60

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋室町２丁目２番１号 273,200 1.34

後藤　みどり 愛知県名古屋市緑区 250,500 1.23

水上　広志 愛知県名古屋市名東区 247,000 1.22

黒木　紀光 大阪府大阪市北区 240,000 1.18

MSIP CLIENT SECURITIES
(常任代理人　モルガン・スタンレーＭ
ＵＦＧ証券株式会社）

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON
E14 4QA, U.K.（東京都千代田区大手町１
丁目９番７号）

213,400 1.05

GMOクリック証券株式会社 東京都渋谷区道玄坂１丁目２番３号 204,300 1.01

桜井　翔太 東京都新宿区 190,000 0.94

計 － 4,699,500 23.14
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2026年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等) － － －

完全議決権株式(その他)
普通株式

203,067
完全議決権株式であり、権利内容に
何ら限定のない当社における標準と
なる株式20,306,700

単元未満株式
普通株式

－ －
6,500

発行済株式総数 20,313,200 － －

総株主の議決権 － 203,067 －

 

(注)「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社保有の自己株式33株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

  2026年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所
有株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

－ － － － － －

計 － － － － －
 

(注)当社は、単元未満自己株式33株を保有しております。

 
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 
１．中間連結財務諸表の作成方法について

当社グループの中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第

28号。以下「連結財務諸表規則」といいます。)に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年10月１日から2026年３月31

日まで)に係る中間連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による期中レビューを受けております。
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１ 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2025年９月30日)

当中間連結会計期間
(2026年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 919,150 240,372

  売掛金 65,772 51,507

  商品及び製品 48,244 82,585

  貯蔵品 26 33

  前払費用 33,739 30,721

  未収入金 638 145

  短期貸付金 3,819 33,000

  その他 22,630 13,087

  貸倒引当金 △190 △30,090

  流動資産合計 1,093,831 421,362

 固定資産   

  有形固定資産 19,047 17,023

  無形固定資産   

   のれん 62,814 35,585

   ソフトウエア仮勘定 9,108 －

   無形固定資産合計 71,923 35,585

  投資その他の資産   

   投資有価証券 84,865 24,623

   長期貸付金 26,470 89,770

   破産更生債権等 13,941 5,076

   長期前払費用 2,805 1,028

   敷金及び保証金 113,648 110,321

   繰延税金資産 12,097 28,977

   その他 3,068 －

   貸倒引当金 △116,067 △173,502

   投資その他の資産合計 140,829 86,295

  固定資産合計 231,800 138,904

 資産合計 1,325,631 560,267
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2025年９月30日)

当中間連結会計期間
(2026年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 38,748 28,524

  未払金 43,400 27,042

  未払費用 23,798 24,898

  未払法人税等 19,448 9,965

  前受金 6,783 26,262

  預り金 8,658 3,199

  賞与引当金 126 141

  １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 356,646 －

  その他 1,913 －

  流動負債合計 499,523 120,033

 固定負債   

  長期借入金 19,858 －

  繰延税金負債 1,537 2,910

  固定負債合計 21,395 2,910

 負債合計 520,918 122,943

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 627,348 659,375

  資本剰余金 1,452,044 1,484,071

  利益剰余金 △1,285,924 △1,737,693

  自己株式 △25 △25

  株主資本合計 793,443 405,727

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 3,340 6,322

  その他の包括利益累計額合計 3,340 6,322

 新株予約権 7,929 25,274

 純資産合計 804,712 437,323

負債純資産合計 1,325,631 560,267
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(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
　至 2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
　至 2026年３月31日)

売上高 512,409 642,548

売上原価 491,051 504,515

売上総利益 21,358 138,032

販売費及び一般管理費 ※１  252,289 ※１  441,549

営業損失（△） △230,931 △303,516

営業外収益   

 受取利息 1,248 726

 受取手数料 － 555

 暗号資産売却益 9,228 －

 その他 352 647

 営業外収益合計 10,829 1,929

営業外費用   

 支払利息 － 141

 投資事業組合運用損 3,203 11,180

 新株予約権発行費 13,782 15,400

 新株発行費 3,365 268

 契約解約損 8,102 －

 持分法による投資損失 21,841 －

 その他 26 2,119

 営業外費用合計 50,321 29,110

経常損失（△） △270,422 △330,697

特別利益   

 貸倒引当金戻入額 3,300 1,551

 特別利益合計 3,300 1,551

特別損失   

 貸倒引当金繰入額 － ※２  94,500

 転換社債償還損 － ※３  36,116

 子会社株式売却損 － ※４  7,837

 固定資産除却損 － 843

 特別損失合計 － 139,297

税金等調整前中間純損失（△） △267,122 △468,443

法人税、住民税及び事業税 1,145 1,285

法人税等調整額 － △17,918

法人税等合計 1,145 △16,632

中間純損失（△） △268,267 △451,810

親会社株主に帰属する中間純損失（△） △268,267 △451,810
 

EDINET提出書類

アクセルマーク株式会社(E05707)

半期報告書

21/33



【中間連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
　至 2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
　至 2026年３月31日)

中間純損失（△） △268,267 △451,810

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 757 2,982

 持分法適用会社に対する持分相当額 △3,011 －

 その他の包括利益合計 △2,253 2,982

中間包括利益 △270,521 △448,828

（内訳）   

 親会社株主に係る中間包括利益 △270,521 △448,828

 非支配株主に係る中間包括利益 － －
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(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
　至 2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前中間純損失（△） △267,122 △468,443

 減価償却費 954 1,925

 のれん償却額 － 6,846

 貸倒引当金繰入額 － 94,500

 賞与引当金の増減額（△は減少） － 14

 受取利息及び受取配当金 △1,248 △726

 持分法による投資損益（△は益） 21,841 －

 支払利息 － 141

 固定資産除却損 － 843

 子会社株式売却損益（△は益） － 7,837

 新株発行費 3,365 268

 新株予約権発行費 13,782 15,400

 貸倒引当金戻入額 △3,300 △1,551

 転換社債償還損 － 36,116

 投資事業組合運用損益（△は益） 3,203 11,180

 暗号資産売却益 △9,228 －

 破産更生債権等の増減額（△は増加） － 1,050

 売上債権の増減額（△は増加） △34,851 △3,711

 買取債権の増減額（△は増加） △58,874 －

 棚卸資産の増減額（△は増加） △19,136 △34,348

 暗号資産の増減額（△は増加） 29,362 －

 仕入債務の増減額（△は減少） 1,902 △10,223

 未払金の増減額（△は減少） 4,464 △834

 未払消費税等の増減額（△は減少） － △1,783

 未収消費税等の増減額（△は増加） 3,198 1,454

 預け金の増減額（△は増加） － 10,350

 その他 △82 14,900

 小計 △311,771 △318,792

 利息及び配当金の受取額 525 726

 利息の支払額 － △141

 法人税等の支払額 △950 △2,360

 営業活動によるキャッシュ・フロー △312,196 △320,567

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △19,870 －

 無形固定資産の取得による支出 － △9,873

 投資有価証券の売却による収入 － 50,000

 長期貸付金の回収による収入 3,300 1,200

 敷金保証金の差入による支出 △20,496 －

 敷金保証金の返還による収入 － 1,778

 関係会社貸付けによる支出 △15,000 －

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △92,206 －

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 － ※２  △11,591

 貸付けによる支出 － △64,500

 その他 － 357

 投資活動によるキャッシュ・フロー △144,274 △32,629
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           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
　至 2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
　至 2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） － 5,000

 長期借入金の返済による支出 － △3,549

 新株予約権の発行による収入 6,404 22,595

 新株予約権の発行による支出 △13,782 △15,400

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 773,917 63,007

 新株予約権の買入消却による支出 － △4,472

 転換社債の償還による支出 － △392,762

 財務活動によるキャッシュ・フロー 766,540 △325,581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 310,069 △678,777

現金及び現金同等物の期首残高 510,929 919,150

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１  820,998 ※１  240,372
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当社グループは、前連結会計年度において、重要な営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を

計上いたしました。また、当中間連結会計期間においても、継続して重要な営業損失、経常損失及び親会社株主に

帰属する中間純損失を計上しております。このような状況により、当社グループは、継続企業の前提に関する重要

な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。今後、当社グループは当該状況

をいち早く解消し、経営基盤の安定化を実現するために、以下の対応策に取り組んでまいります。

 
１．利益確保の体制の強化

各取引について精査を行い、継続的に売上原価の低減を図り、利益率の向上に取り組んでまいります。ま

た、随時販売費及び一般管理費の見直しを実施し、販売費及び一般管理費の削減を推進し、利益の確保に努め

てまいります。

 
２．資金調達

当社は、2025年11月19日付でCantor Fitzgerald Europeに対して新株予約権を発行いたしました。本新株予

約権の行使による資金調達の実施により2026年３月末時点までに63百万円を調達し、ビューティー＆ウェルネ

ス事業へ拡大に関する費用の資金へ充当しております。しかしながら、市場環境、株価の動向及び行使状況等

を総合的に判断した結果、残存する全てを取得及び消却いたしました。

なお、当初予定しておりました資金使途に対して不足が生じる部分に関しましては、引き続き必要な資金の

確保に向けた検討を進めてまいります。

 
３．収益構造の改善

当社グループは、トレカ事業およびヘルスケア分野を基盤としたビューティー＆ウェルネス事業を新たな事

業の柱として育成し、事業全体を高利益率の事業構造へ転換していくことを成長戦略としております。

トレカ事業においては、旗艦店の更なる事業拡大に加え、子会社とのシナジーを創出し、実店舗、EC、開発

機能を一体化した体制を構築することで、事業基盤の強化を進めております。

また、ビューティー＆ウェルネス事業においては、化粧品自社ブランドの商品展開を通して、これまで推進

してきた「病気を発見・治療」を主眼とするヘルスケア事業を基盤に、新たな成長分野である「ビュー

ティー＆ウェルネス」分野の収益拡大を図ってまいります。

さらには、事業の選択と集中の観点から、スパイラルセンス株式会社を連結子会社から除外いたしました。

これにより、より早期での収益構造の改善を実現いたします。

 
しかしながら、上記対応策は実施途上にあり、効果を十分に得ることができない可能性も想定されることから、

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響

を中間連結財務諸表に反映しておりません。

 
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

連結の範囲の重要な変更

当社の連結子会社であるスパイラルセンス株式会社につきましては、2026年３月31日付で当社が保有する同社

の全株式を譲渡したため、連結の範囲から除外しました。
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(中間連結損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
　至 2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
　至 2026年３月31日)

給料手当 96,222千円 108,638千円

減価償却費 692 1,391 

地代家賃 29,716 40,237 
 

 

※２　貸倒引当金繰入額

前中間連結会計期間(自　2024年10月１日　至2025年３月31日)

該当事項はありません。

 
当中間連結会計期間(自　2025年10月１日　至　2026年３月31日)

主に当社において、回収可能性に懸念のある貸付金などについて貸倒引当金を計上したことによるもので

あります。

 
※３　転換社債償還損

前中間連結会計期間(自　2024年10月１日　至　2025年３月31日)

該当事項はありません。

 
当中間連結会計期間(自　2025年10月１日　至　2026年３月31日)

当社が発行した第２回無担保転換社債型新株予約権付社債について、割当先からの繰上償還請求通知書に

基づき、残存する全ての第２回無担保転換社債型新株予約権付社債を繰上償還し、計上したものでありま

す。

 
※４　子会社株式売却損

前中間連結会計期間(自　2024年10月１日　至　2025年３月31日)

該当事項はありません。

 
当中間連結会計期間(自　2025年10月１日　至　2026年３月31日)

連結子会社であるスパイラルセンス株式会社の全株式を売却したことによるものであります。
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のと

おりであります。

 
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
　至 2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
　至 2026年３月31日)

現金及び預金 820,998千円 240,372千円

現金及び現金同等物 820,998千円 240,372千円
 

 

※２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

当中間連結会計期間(自 2025年10月１日　至 2026年３月31日)

株式の売却によりスパイラルセンス株式会社が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債

の内訳並びに株式の売却価額と売却による支出は次のとおりであります。

流動資産 31,811千円

固定資産 25,479  

のれん 20,382  

流動負債 △53,527  

固定負債 △16,309  

子会社株式売却損 △7,837  

株式の売却価額 0  

現金及び現金同等物 △11,592  

差引：売却による支出 △11,591  
 

 
(株主資本等関係)

前中間連結会計期間(自　2024年10月１日　至　2025年３月31日)

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

 
２．株主資本の金額の著しい変動

当中間連結会計期間において、新株予約権の権利行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ390,363千円増加

し、当中間連結会計期間末において、資本金が451,508千円、資本剰余金が1,276,204千円となっております。

 
当中間連結会計期間(自　2025年10月１日　至　2026年３月31日)

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

 
２．株主資本の金額の著しい変動

当中間連結会計期間において、新株予約権の権利行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ32,026千円増加

し、当中間連結会計期間末において、資本金が659,375千円、資本剰余金が1,484,071千円となっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間連結会計期間(自　2024年10月１日　至　2025年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
（注）１

中間連結
損益計算書
計上額
（注）２トレカ事業 広告事業 その他 計

売上高       

外部顧客への売上高 101,339 379,028 32,041 512,409 － 512,409

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － －

計 101,339 379,028 32,041 512,409 － 512,409

セグメント損失(△) △53,738 △93,030 △6,110 △152,880 △78,050 △230,931
 

（注）１．セグメント損失（△）の調整額△78,050千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。

２．セグメント損失（△）は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

株式会社craftyの全株式を取得し、連結子会社となったことにより、「トレカ事業」セグメントにおいての

れんが発生しております。当該事象によるのれんの増加額は44,481千円であります。

 
Ⅱ　当中間連結会計期間(自　2025年10月１日　至　2026年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
（注）１

中間連結
損益計算書
計上額
（注）２トレカ事業 広告事業 その他 計

売上高       

外部顧客への売上高 375,853 264,911 1,783 642,548 － 642,548

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － －

計 375,853 264,911 1,783 642,548 － 642,548

セグメント損失(△) △125,413 △28,193 △63,678 △217,285 △86,230 △303,516
 

（注）１．セグメント損失（△）の調整額△86,230千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。

２．セグメント損失（△）は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

当中間連結会計期間において、当社の連結子会社であるスパイラルセンス株式会社の全株式を譲渡したた

め、同社を連結の範囲から除外しております。これにより、「広告事業」において、のれんが20,382千円減少

しております。
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(企業結合等関係)

（連結子会社株式の譲渡）

当社は、2026年３月13日付の取締役会において、当社の連結子会社であるスパイラルセンス株式会社の全株式

を、同社代表取締役小林氏に譲渡することを決議し、2026年３月31日付で全株式の譲渡を実施しました。

本件株式譲渡により、スパイラルセンス株式会社は当社グループの連結の範囲から除外しております。

 
１．株式譲渡の概要

（１）当該子会社の名称、事業内容、規模

①　名称　　　　：スパイラルセンス株式会社

②　事業の内容　：ゲーム・アプリ開発、XR 開発、WEB 制作/システム製作

③　資本金の額　：850万円

 
（２）株式譲渡先

小林俊夫

 
（３）株式譲渡を行った主な理由

スパイラルセンス株式会社の今後の事業展開および当社グループにおける事業ポートフォリオの位置付

けについて総合的に検討を行った結果、当社が保有する同社株式の全てを譲渡することが、当社グループ

の経営資源の最適配分および企業価値の最大化につながるものと判断いたしました。

 
（４）株式譲渡日

2026年３月31日

 
（５）法的形式を含む取引の概要

受け取り対価を現金等の財産のみとする株式譲渡

 
２．実施した会計処理の概要

（１）譲渡損益の金額

子会社株式売却損　7,837千円

 
（２）譲渡した子会社に係る資産及び負債の適正な帳簿価額ならびにその主な内訳

流動資産 31,811千円

固定資産 25,479千円

資産合計 57,291千円

流動負債 53,527千円

固定負債 16,309千円

負債合計 69,836千円
 

 

（３）会計処理

当該譲渡株式の連結上の帳簿価額と売却価額等との差額を「子会社株式売却損」として特別損失に計上

しております。

 
３．株式譲渡した子会社が含まれていた報告セグメントの名称

広告事業

 
４．中間連結会計期間に係る中間連結損益計算書に計上されている譲渡した子会社に係る損益の概算額

売上高　　　　　58,944千円

営業損失　　　△16,820千円
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間連結会計期間(自　2024年10月１日　至　2025年３月31日)

    (単位：千円)

 
報告セグメント

トレカ事業 広告事業 その他 計

一時点で移転される財又はサービス 101,339 379,028 18,504 498,872

一定の期間にわたり移転される財又はサービス － － 13,537 13,537

顧客との契約から生じる収益 101,339 379,028 32,041 512,409

外部顧客への売上高 101,339 379,028 32,041 512,409
 

 

当中間連結会計期間(自　2025年10月１日　至　2026年３月31日)

    (単位：千円)

 
報告セグメント

トレカ事業 広告事業 その他 計

一時点で移転される財又はサービス 375,853 264,911 1,783 642,548

一定の期間にわたり移転される財又はサービス － － － －

顧客との契約から生じる収益 375,853 264,911 1,783 642,548

外部顧客への売上高 375,853 264,911 1,783 642,548
 

 

(１株当たり情報)

１株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)

(1)１株当たり中間純損失（△） △21円11銭 △22円79銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純損失（△） (千円) △268,267 △451,810

普通株主に帰属しない金額 (千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純損失（△） (千円) △268,267 △451,810

普通株式の期中平均株式数 (株) 12,711,004 19,826,885

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中間純利
益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要
な変動があったものの概要

－ －

 

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり中間純損失で

あるため、記載しておりません。

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
 

 

 

2026年５月14日

アクセルマーク株式会社

取締役会　御中

　

太陽有限責任監査法人
 

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 石　原　鉄　也  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 堤　　　　　康  

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアクセルマー

ク株式会社の2025年10月１日から2026年９月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年10月１日から2026

年３月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利

益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、アクセルマーク株式会社及び連結子会社の2026年３月31日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ

せる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行っ

た。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監

査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫

理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
継続企業の前提に関する重要な不確実性

（継続企業の前提に関する事項）に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度において重要な営業損失、経

常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、当中間連結会計期間においても、継続して重要な営業損失、

経常損失及び親会社株主に帰属する中間純損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる

ような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該

事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。中間連結

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は中間連結財務諸表に反映され

ていない。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す

る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レ

ビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性

が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結

論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連

結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でな

い場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論

は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として

存続できなくなる可能性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項

が認められないかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場

合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　上
 

(注) １　上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは期中レビューの対象には含まれておりません。
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